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令和５年 10 月 31 日 

県立長岡商業高等学校 

 

 

長岡商業高等学校が販売したクレープのラベル誤表示について 

 

 令和５年 10月 28日（土）にＥ－ＰＬＡＺＡ（越後交通ビル）で開催した「第 16回長商

全国食 King～」において、本校が販売した「村恭クレープ」の商品ラベルに、本来であれ

ば「賞味期限 11 月 24 日」と表示すべきところ、「消費期限 10 月 27日」となっていたこ

とが判明しました。 

 本校が製造業者に対して、販売方法等についての確認を徹底していなかったことや、検

収作業が十分でなかったことを深く反省するとともに、ご購入いただいた皆さまには多大

なご迷惑をおかけしたことを、お詫び申し上げます。 

 当該商品につきましては、冷凍食品であり、賞味期限は 11 月 24 日、消費期限は解凍後

３日間となりますが、ご購入いただいた商品にご不安のあるお客様におかれましては、商

品と引き換えに返金をさせていただきますので、下記までご連絡ください。 

 今後は、再発防止に向け、商品管理体制の徹底を一層強化してまいりますので、何卒ご

理解ご協力をお願い申し上げます。 

 

記 

 

 １ 販売日時  令和５年 10月 28日（土）10:00～15:00までの間 

 

  ２ 販売場所  Ｅ－ＰＬＡＺＡ（越後交通ビル）１階  長岡市台町 2丁目 4− 56 

 

  ３ 商 品 名   村恭クレープ（各１個 250円） 

          マロン、ブルーベリー、小倉、抹茶、チョコバナナ、ぶどう 

 

 ４ 販売数量  81個 

 

  ５ 製造業者    有限会社 村恭（村上市） 

 

  

 

 

 
 

  本件についてのお問い合わせ先 

      長岡商業高等学校 

          教頭 川上 史人 

        （代表）  0258-35-1502 



令和５年 11 月１日 

 

 保 護 者 様 

 

県立長岡商業高等学校 

校長 大島博文 

 

 

「第 16回長商全国食 King～」で販売したクレープのラベル誤表示について 

 

 令和５年 10 月 28 日（土）にＥ－ＰＬＡＺＡで開催した「第 16 回長商全国食 King～」

において、販売した「村恭クレープ」の商品ラベルに本来であれば「賞味期限 11 月 24日」

と表示されるべきところ、「消費期限 10 月 27日」となっていたことが判明しました。 

納品時の検品が不十分だったため、お客様にご心配とご迷惑をおかけしたことを、深く

お詫び申し上げます。 

当該商品につきましては、冷凍商品であるため、「賞味期限は 11 月 24日、消費期限は

解凍後３日間」となります。 

ご購入いただいた商品にご不安のある保護者におかれましては、商品と引き換えに返金

をさせていただきますので、下記までご連絡ください。 

 今後は、再発防止に向け、商品管理体制の徹底を一層強化してまいりますので、何卒ご

理解ご協力をお願い申し上げます。 

 

記 

 

 １ 販売日時  令和５年 10月 28日（土）10:00～15:00までの間 

 

  ２ 販売場所  Ｅ－ＰＬＡＺＡ（越後交通ビル）１階 

   長岡市台町 2 丁目 4− 56 

 

  ３ 商 品 名    村恭クレープ（各１個 250円） 

          マロン、ブルーベリー、小倉、抹茶、チョコバナナ、ぶどう 

 

  ４ 製造業者    有限会社 村恭（村上市） 

 

 

［担当］教頭 川上 史人 

  （代表）0258-35-1502 


